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第2章  ■  事実認定の手法

一般的に進路変更車が加害者側となる進路変更事故とは、進路変更車が進路変更中に

後続の直進車の進行を妨害した事故をいう。

進行の妨害について、道路交通法２条１項22号は「進行妨害　車両等が、進行を継続

し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急

に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始

めることをいう。」と規定している。

進路変更車が進行を継続した際に、後続直進車が進路変更車との衝突の危険を避ける

ために、急ブレーキや急ハンドルといった衝突を回避するための行為をさせることを進
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（２）自動車損傷状況
ア　損傷の入力方向その他整合性の基本と実例

（ア）入力方向

自動車のどの方向から力が加わったかを表すために、図のように時計の時針にあわせ

て入力方向を定義している。12時が前、６時が後を表す。

入力方向は事故状況を判断するうえで重要な事実となる。以下に参考例を記載する。

㋐進路変更事故（追突事故と争いになるケース）

進路変更車とその後続の直進車が衝突した事故において、後続の直進車側は進路変更

車が進路変更中に本件衝突が起きたと進路変更事故を主張する一方で、進路変更車側は

運転者が進路変更を完了した後に後続の直進車に追突されたことを主張する場合があ

る。

このような争いがあった場合には、自動車の損傷状況から入力方向を確認すると衝突

姿勢や衝突角度が明らかになり事故の事実に迫れることが多い。

後述する下記図、割り込み事故の入力の衝突状況においては、進路変更車への入力が

７時の方向であるから、衝突時に進路変更車の車体は傾いていた。衝突時に車体が傾い

ていたということは、進路変更車が進路変更中に本件事故が発生したものといえる。

一方で下記図、追突事故の入力の衝突状況においてはA車への入力が６時の方向であ

ることから、進路変更車が進路変更中に衝突事故が起こったものではなく、進路変更を

完了して車体が真っ直ぐになってから衝突しており、自動車損傷状況からは本件事故を

進路変更事故とは直ちに認定できない。追突事故の可能性がある、そのような場合は進

路変更のタイミングなどのほかの事情をあわせて検討することが必要である。
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第3章  ■  自動車の構造と修理技法

140140

自動車の部品と材料：内板骨格3

自動車の内板骨格を下記写真に示す。

内板骨格は素材に鉄を使用しており、必要な強度に応じたさまざまな厚みや形状の鉄板

で構成される。一部の高級車にアルミニウムを使用したものもある。

フロントフェンダエプロン

フロントサイドメンバ

ラジエータサポート

 ラジエータサポート（バルクヘッド）

エンジンルーム内の前面にありメカニカル部品のラジエータ及びコンデンサが取付けら

れる部分である。材質が樹脂のものも一部あるが多くは鉄であり、複数の部品から構成さ

れ、溶接で取付けている。

自動車の最前面を成すことから最も損傷頻度が高い骨格部品である。

サイドメンバなどの骨格部品と比較して鉄板の板厚は薄い。

ラジエータコアサポート（赤枠） コンデンサ及びラジエータ取付け状態

 フェンダエプロン

エンジンルーム内の側面にあたる部分で、サスペンションが取付けられている。走行時

に道路からの衝撃を受けるサスペンションを保持していることから複数の部品で補強され

ている。損傷しづらい位置だが、一旦損傷がおよぶとサスペンション位置を決める重要な

部品であることから修理に精度が求められる。

フェンダエプロン（赤枠） フェンダエプロン
（写真奥ピンクと緑色部位）

1

2
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第1章  ■  法的争点の概説

【参考資料】

２. 代車代判例一覧

分
類

判決日
被害車両車種

代車請求車種

請求日額 請求期間

その他考慮事情等
裁判所

掲載文献
被害車両使用状況等 認定日額 認定期間

判例ID

代
車
の
必
要
性

平成18年12月14日
トヨタアリスト

トヨタ
クラウン等

※　¥5,000 240日 代車使用時期は事故発生から7
か月経過後であり、被害車両の
修理または買替えに必要な期間
はすでに経過していたとして代
車費用を否認。

横浜地裁

自保ジャ 1707号21頁 不詳
（必要性に争いなし） × ×

28273099

平成21年7月3日
ランボルギーニ

フェラーリ・
ベンツSL500

¥50,000 105日 使用代車は原告所有車両であり
具体的な損害発生不明だが、被
告が認める限度で損害として認
める。

名古屋地裁

自保ジャ 1803号10頁
イベント展示・広告用 ¥20,000 60日

28174130

平成23年9月30日
アウディA4

アウディA4

¥15,750 84日 被害者勤務先である自動車販売
店から営業のためアウディを借
りたのであれば、その費用は勤
務先会社が負担すべきであると
して否認。

名古屋地裁

自保ジャ 1862号140頁
アウディ販売営業 × ×

28180175

平成23年11月25日
日産GTRプレミアム

ベンツS500L

¥8,000 90日 原告会社はほかにも車両を保有
していること、事故2 ヶ月後か
ら代車使用開始したこと等から
代車費用を否認した。

東京地裁

自保ジャ 1864号165頁
通勤・営業使用 × ×

28180406

平成25年2月20日
ベンツCLK320

不詳

¥10,000 21日
被害者経営会社にはほかに3、4
台の車両があったことなどを考
慮して代車費用を否認した。

東京地裁

交通民集46巻1号265頁 業務使用・
他者保有あり × ×

28220827

平成26年1月29日
普通貨物車

不詳

¥22,800 50日
被害者にはほかに3台の車両が
あったことなどを考慮して代車
費用を否認した。

東京高裁

自保ジャ 1913号148頁 通勤等使用、
他車保有あり × ×

28220973

平成27年11月26日
ランドクルーザー

ベンツE320、
ベンツML350、
ベンツE500

¥25,000 118日 被害車両の用途からみてベンツ
利用の必要性はなく、その他事
情から代車使用の事実が認めら
れないとして代車費用を否認し
た。

横浜地裁

自保ジャ 1967号148頁 不動産販売等の
営業使用 × ×

28241918

買
替
相
当
期
間

平成21年10月7日
不詳

不詳

¥3,500 73日 事故発生9日後には損害調査会
社から全損評価を伝えられたこ
と、代替車両は発注10日後に納
車を受けたこと等を考慮して認
定。

大阪地裁

自保ジャ 1834号141頁 不詳
（必要性に争いなし） ¥3,500 20日

28163269

分
類

判決日
被害車両車種

代車請求車種

請求日額 請求期間

その他考慮事情等
裁判所

掲載文献
被害車両使用状況等 認定日額 認定期間

判例ID

買
替
相
当
期
間

平成22年1月28日
ポルシェ 911カレラ ジャガーXJ、

フォルクス
ワーゲン、ニッ
サングロリア

¥33,600 96日 全損・分損の争いあっても代車
相当期間としては買替えまたは
修理に通常要する期間のうち短
期のほうに限られ、1 ヶ月を超
えない。

東京地裁

自保ジャ 1823号93頁
不詳 ¥20,000 30日

28174783

平成22年12月27日
国産大衆車

不詳

¥4,500 50日 買替え要求事案について、買替
えか修理かを選択する相当期間
としての13日と修理期間20日の
合計を相当期間とした。

横浜地裁

自保ジャ 1850号147頁 不詳
（必要性に争いなし） ¥4,500 33日

28174267

平成23年2月1日
アルファロメオ156

アルファ
ロメオ

¥21,000 48日 全損時の買替相当期間は通常
1 ヶ月程度だが、保険会社の調
査に時間を要したことを考慮し
て40日を相当期間とした。

京都地裁

自保ジャ 1850号105頁 不詳
（必要性に争いなし） ¥21,000 40日

28174264

平成24年3月26日
ニッサンプレジデント

トヨタ
セルシオ

¥25,000 196日 原告車は時価80万円程度で高級
車とは言いがたく普通乗用車使
用が相当であり、全損時の買替
相当期間は1ヶ月が相当とした。

大阪地裁

交通民集45巻2号395頁 母親通院付添・
営業使用 ¥15,000 30日

28211524

平成24年11月27日
不詳

不詳

※　¥6,300 45日 当事者間の交渉が円滑に進まな
かった事情も考慮し、買替えに
必要な期間として30日を相当期
間とした。

大阪地裁

自保ジャ 1889号64頁 不詳
（必要性に争いなし） ¥6,300 30日

28210825

平成26年1月21日
レクサスRX

不詳

¥4,500 120日 全損事案の買替相当期間（通常
1 ヶ月程度）より長期だが、被
害車両の車種を考慮すると代車
日額が低廉であり代車費用増大
していない。

大阪地裁

交通民集47巻1号68頁
通勤使用 ¥4,500 120日

28230851

平成27年4月17日
原付自転車

不詳

¥1,000 60日 被害車両が原付自転車であるこ
とから買替必要期間は半月程度
であるとして15日分を相当期間
とした。

大阪地裁

自保ジャ 1952号113頁
通勤・日常生活使用 ¥1,000 15日

28233482

平成27年9月29日
ランドクルーザー

不詳

¥5,250 103日 全損時価額提示を受けて弁護士
委任をした者は、遅くとも弁護
士の受任通知送付時までに修理
または買替えに要する相当期間
が経過した。

旭川地裁

自保ジャ 1960号131頁 不詳
（必要性に争いなし） ¥5,250 37日

28240700
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